
明
治
二
十
四
年
の
皇
室
会
計
法
に
つ
い
て

一
　
は
じ
め
に

島

善
　
高

　
明
治
皇
室
典
範
第
九
章
「
皇
室
経
費
」
に
は
第
四
十
七
条
に

　
　
皇
室
諸
般
ノ
経
費
ハ
特
二
常
額
ヲ
定
メ
国
庫
ヨ
リ
支
出
セ
シ
ム

な
る
条
文
と
、
第
四
十
八
条
に

　
　
皇
室
経
費
ノ
予
算
決
算
検
査
及
其
ノ
他
ノ
規
則
ハ
皇
室
会
計
法
ノ
定
ム
ル
所
出
依
ル

な
る
条
文
と
が
あ
っ
て
、
皇
室
経
費
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
西
条
に
附
せ
ら
れ
た
義
解
に
よ
れ
ば
、
皇
室
経
費
は
毎
年
国
庫
か

ら
支
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
天
皇
の
元
首
と
し
て
の
当
然
の
権
利
で
あ
る
か
ら
、
議
会
は
既
定
の
歳
額
を
議
し
た
り
会
計
検
査
院
で
検

査
し
た
り
す
る
権
利
を
有
せ
ず
、
た
だ
新
た
に
増
額
す
る
際
に
協
賛
し
得
る
の
み
で
あ
っ
た
。
ま
た
皇
族
の
歳
費
も
こ
の
皇
室
経
費
に

包
含
さ
れ
、
別
に
国
庫
予
算
に
科
目
を
設
け
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
皇
室
経
費
の
精
確
と
節
約
を
期
す
る
た
め
に
、
皇
室
会
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計
法
を
定
め
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
い
う
皇
室
会
計
法
は
皇
室
典
範
制
定
当
時
ま
だ
制
定
さ
れ
て
い
ず
、
明
治
二
十
一
年
三
月
九
日
制
定
の
全
五
章

五
十
七
箇
条
か
ら
な
る
「
帝
室
会
計
法
」
が
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
の
帝
室
会
計
法
が
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
皇
室

典
範
規
定
の
皇
室
会
計
法
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
制
定
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
と
い

う
の
も
、
皇
室
会
計
法
制
定
に
関
す
る
史
料
の
所
在
が
殆
ど
明
か
で
は
な
く
、
今
日
、
我
々
が
依
拠
し
得
る
も
の
と
い
え
ば
、
僅
か
に

明
治
三
十
二
年
五
月
に
帝
室
会
計
審
査
官
兼
式
部
省
の
飯
田
巽
が
編
纂
し
た
『
皇
室
財
政
沿
革
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
が
あ
る
に
過

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
後
、
皇
室
会
計
法
に
言
及
し
た
研
究
文
献
と
し
て
黒
田
久
太
『
天
皇
家
の
財
産
』
（
三
一
書
房
、
一
九
六
六
年
）

や
川
田
敬
一
「
明
治
前
半
期
に
お
け
る
皇
室
経
済
関
係
法
の
成
立
過
程
（
上
）
・
（
下
）
」
（
『
藝
林
』
第
四
＋
二
巻
第
三
・
四
号
）
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
こ
れ
ら
も
右
『
皇
室
財
政
沿
革
記
』
の
叙
述
の
範
囲
を
一
歩
も
出
な
い
。

　
か
く
い
う
筆
者
と
て
『
皇
室
財
政
沿
革
記
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
以
外
に
多
く
を
知
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
帝
室
会
計
法
か
ら

皇
室
会
計
法
に
変
更
さ
れ
る
時
期
に
属
す
る
史
料
若
干
を
手
が
か
り
に
、
従
来
の
研
究
で
論
及
せ
ら
れ
て
い
な
い
点
を
明
ら
か
に
し
て

お
き
た
い
と
思
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
帝
室
会
計
法
及
び
皇
室
会
計
法
の
原
文
を
こ
こ
に
翻
刻
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
蓋
し
、
両
会

計
法
の
原
文
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
『
皇
室
財
政
沿
革
記
』
所
載
の
も
の
以
外
に
、
一
般
に
は
公
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
因
み
に
『
皇
室
財
政
沿
革
記
』
巻
頭
の
飯
田
巽
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
会
計
法
制
定
当
時
、
内
蔵
寮
に
お
い
て
皇
室
会
計
の
沿
革
を
編

纂
す
る
計
画
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
邊
が
な
く
荏
蒋
経
過
し
、
明
治
三
十
一
年
九
月
に
な
っ
て
宮
内
大
臣
子
爵
田
中
光
顕
か
ら
飯
田
及
び

内
蔵
助
兼
調
度
局
主
事
中
田
筆
海
に
調
査
が
下
命
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
財
政
主
管
た
る
内
蔵
頭
渡
辺
千
秋
に
謀
っ
た

上
で
編
纂
し
た
が
、
但
し
御
料
部
の
沿
革
は
後
日
御
料
局
に
お
い
て
編
纂
す
る
予
定
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
除
外
し
た
の
だ
と
い
う
。
な
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お
宮
内
庁
書
陵
部
に
は
現
在
、
こ
の
『
皇
室
財
政
沿
革
記
』
は
十
一
冊
か
ら
な
る
も
の
（
一
六
九
函
四
二
七
号
）
と
十
五
冊
（
五
〇
六

函
四
八
号
）
か
ら
な
る
も
の
と
二
部
存
在
す
る
が
、
前
者
は
利
用
が
認
め
ら
れ
ず
、
筆
者
が
利
用
出
来
た
の
は
後
者
の
み
で
あ
る
。
ま

た
本
稿
の
叙
述
で
典
拠
を
明
示
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て
こ
の
『
皇
室
財
政
沿
革
記
』
に
拠
っ
て
い
る
。

二
　
明
治
二
十
一
年
の
帝
室
会
計
法

明治二十四年の皇室会計法について

　
皇
室
の
経
費
は
維
新
当
初
、
こ
れ
を
大
蔵
省
が
管
理
し
て
い
た
が
、
明
治
二
年
に
宮
内
省
が
設
置
せ
ら
れ
て
、
宮
内
省
が
管
理
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
宮
内
官
の
俸
給
や
皇
族
費
は
未
だ
大
蔵
省
が
管
理
し
て
い
た
。
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
七
年
九
月
二
十
九
日

条
に

　
　
従
来
帝
室
費
は
宮
内
省
定
額
金
を
以
て
支
弁
す
る
の
制
に
し
て
、
定
額
金
の
剰
余
は
之
れ
を
御
手
許
の
寄
金
と
し
て
年
々
蓄
積
し

　
　
た
り
、
然
れ
ど
も
其
の
額
、
今
に
至
る
ま
で
に
僅
か
に
五
万
九
千
二
百
余
円
に
過
ぎ
ず
、
之
れ
に
先
皇
の
御
遺
産
十
万
二
千
二
百

　
　
六
十
八
円
の
元
利
金
等
を
加
へ
た
る
も
の
、
量
れ
当
時
帝
室
の
御
儲
蓄
金
の
総
額
た
り
、
襲
に
政
府
は
聖
旨
を
体
し
て
各
省
に
令

　
　
す
る
に
経
費
節
約
の
事
を
以
て
す
る
と
共
に
、
明
治
六
年
度
の
定
額
金
の
剰
余
は
古
れ
を
大
蔵
省
に
還
納
せ
し
む
る
こ
と
と
せ
り
、

　
　
震
り
と
錐
も
宮
内
省
に
し
て
他
の
各
省
と
同
じ
く
駆
れ
を
還
納
せ
ん
か
、
将
来
帝
室
費
支
弁
に
一
大
支
障
を
生
ず
る
の
虞
あ
り
、

　
　
是
に
於
て
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
は
太
政
大
臣
に
具
陳
す
る
所
あ
り
き
、
是
の
日
、
明
治
七
年
度
迄
の
残
金
は
旧
に
依
り
御
手
許
に

　
　
留
め
て
之
れ
を
貯
蓄
せ
し
め
、
八
年
度
よ
り
は
帝
室
費
と
宮
内
省
費
と
を
別
途
に
定
む
る
こ
と
と
す
、
而
し
て
明
治
八
年
度
の
予

　
　
算
に
干
て
は
御
手
許
金
と
し
て
十
二
万
円
、
皇
太
后
・
皇
后
の
支
用
と
し
て
各
々
一
万
八
千
円
の
帝
室
費
を
計
上
し
、
宮
内
卿
輔
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を
し
て
之
れ
を
管
理
せ
し
め
、
必
要
の
場
合
に
は
大
臣
と
協
議
の
上
之
れ
を
出
納
す
る
こ
と
と
定
む
、

と
あ
る
。
そ
れ
が
明
治
九
年
十
一
月
六
日
目
な
っ
て
、
皇
室
費
を
宮
内
省
費
と
帝
室
費
（
御
手
元
御
用
度
費
）
と
皇
族
費
と
の
三
途
に

分
立
し
た
。

　
而
し
て
そ
の
宮
内
省
費
は
諸
官
省
費
と
同
一
に
経
理
す
る
制
度
で
あ
っ
た
た
め
、
政
府
の
会
計
法
則
の
範
囲
内
に
在
っ
て
予
算
よ
り

決
算
に
至
る
ま
で
そ
の
検
束
を
受
け
た
。
従
っ
て
剰
余
が
出
れ
ば
こ
れ
を
大
蔵
省
に
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
帝
室
費
は
政
府
に
於
い
て
交
付
切
と
し
て
そ
の
経
済
に
干
渉
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
帝
室
費
を
別
に
経
理
す
る
成
文
法
規

は
な
く
、
唯
だ
慣
例
に
よ
っ
て
便
宜
こ
れ
を
処
分
し
、
勘
定
結
束
は
宮
内
省
費
の
振
合
に
倣
っ
て
整
理
し
て
い
た
。
ま
た
皇
族
費
も
政

府
が
交
付
切
と
し
て
宮
内
省
に
渡
し
、
宮
内
省
は
こ
れ
を
受
け
て
各
皇
族
へ
分
付
し
て
い
た
。

　
然
る
に
明
治
十
六
年
度
以
降
、
宮
内
省
費
と
帝
室
費
と
の
区
別
を
廃
止
し
、
な
お
皇
族
費
を
も
併
合
し
て
一
途
に
帝
室
費
と
称
し
て

政
府
は
こ
れ
を
交
付
切
と
し
、
す
べ
て
そ
の
経
済
に
干
渉
し
な
い
も
の
と
し
た
。
こ
れ
以
降
、
皇
室
経
済
は
政
府
会
計
法
の
範
囲
を
離

れ
て
独
立
の
も
の
と
な
っ
た
が
、
完
全
に
政
府
会
計
法
の
範
囲
を
離
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
予
算
決
算
は
形
式
上
な
お
こ
れ
を

政
府
に
提
出
し
た
。
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
十
七
年
五
月
一
日
条
に
は

　
　
明
治
十
六
年
度
以
降
の
宮
内
省
費
を
帝
室
費
及
び
皇
族
費
と
併
せ
、
更
に
帝
室
費
と
称
す
、
従
来
此
の
三
費
目
は
各
々
区
別
せ
ら

　
　
れ
た
り
し
が
、
客
月
内
蔵
寮
を
置
く
に
及
び
、
帝
室
一
切
の
財
務
を
弁
ぜ
し
め
ん
と
し
て
、
三
者
を
併
一
し
た
る
な
り
、
是
れ
よ

　
　
り
先
、
参
議
伊
藤
博
文
の
宮
内
卿
に
任
ぜ
ら
る
・
や
、
皇
室
財
政
の
更
革
を
図
り
、
内
蔵
頭
杉
孫
七
郎
・
宮
内
少
輔
香
川
敬
三
と

　
　
謀
る
所
あ
り
し
が
、
是
の
亭
亭
に
此
の
制
を
頒
つ
、
重
れ
よ
り
帝
室
収
入
金
は
総
て
降
れ
を
皇
室
に
納
め
、
歳
費
は
国
庫
よ
り
交

　
　
付
を
受
く
る
も
、
其
の
過
剰
は
還
付
を
要
せ
ざ
る
こ
と
と
し
、
皇
室
の
財
政
は
全
く
入
る
を
量
り
て
出
つ
る
を
制
す
る
の
経
済
体
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明治二十四年の皇室会計法について

　
　
と
成
れ
り
、
然
れ
ど
も
臨
時
の
経
費
は
、
其
の
要
す
る
所
に
従
ひ
て
国
庫
よ
り
交
付
を
受
け
、
且
総
て
交
付
を
受
け
た
る
も
の
は

　
　
政
府
に
受
払
決
算
を
証
明
す
る
例
な
る
を
以
て
、
尚
政
府
の
干
渉
を
受
け
、
未
だ
全
く
独
立
の
経
済
と
謂
ふ
能
は
ざ
る
な
り
、
○

　
　
太
政
官
達
指
令
録
、
皇
室
財
政
沿
革
記

と
、
こ
の
間
の
事
情
を
記
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
明
治
十
七
年
四
月
二
十
一
日
に
新
に
内
蔵
寮
を
設
置
、
帝
室
財
務
を
管
理
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
時
か

ら
皇
室
の
会
計
法
を
定
め
て
経
理
す
る
必
要
が
出
て
き
た
。
蓋
し
、
会
計
の
事
務
は
因
拠
す
べ
き
原
則
が
定
ま
ら
な
い
と
検
束
整
理
す

る
こ
と
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
如
何
せ
ん
当
時
に
在
っ
て
は
政
府
の
会
計
法
も
未
だ
完
全
な
基
礎
が
定
ま
ら
ず
、
国
費
と
帝

室
費
と
の
会
計
部
分
も
明
耀
し
難
い
実
況
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
軽
々
し
く
法
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
暫
く
従
来
の

仕
法
即
ち
政
府
の
法
規
を
因
襲
し
、
事
物
に
因
て
取
捨
折
衷
し
、
以
て
会
計
を
維
持
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
明
治
十
九
年
三
月
六
日
に
至
っ
て
政
府
で
「
歳
入
歳
出
出
納
規
則
」
（
全
六
章
八
十
四
箇
条
、
閣
令
第
三
号
）
を
制
定
し
、

第
二
条
で

　
　
此
規
則
二
掲
ク
ル
歳
出
ト
ハ
毎
年
裁
定
セ
ラ
レ
タ
ル
予
算
二
拠
リ
国
庫
常
用
部
ヨ
リ
支
出
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
分
テ
三
部
ト
ス

　
　
ル

と
し
、
そ
の
第
二
部
に
神
社
の
諸
費
と
と
も
に
帝
室
御
用
度
を
掲
げ
、
更
に
第
八
条
で
帝
室
御
用
度
に
つ
い
て

　
　
帝
室
御
用
度
ハ
内
蔵
頭
ノ
請
求
二
依
リ
現
金
ヲ
内
蔵
頭
へ
交
付
シ
其
出
納
ハ
別
段
ノ
規
則
二
拠
ル
モ
ノ
ト
ス

と
の
明
文
を
掲
げ
た
。
そ
こ
で
始
め
て
国
費
と
帝
室
費
と
の
経
理
分
界
も
判
明
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
に
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今
般
太
政
大
臣
左
右
大
臣
参
議
各
省
卿
ノ
職
制
ヲ
廃
シ
更
二
内
閣
総
理
大
臣
及
宮
内
外
務
内
務
大
蔵
陸
軍
海
軍
司
法
文
部
農
商
務

　
　
逓
信
ノ
諸
大
臣
ヲ
置
ク
、
内
閣
総
理
大
臣
及
外
務
内
務
大
蔵
陸
軍
海
軍
司
法
文
部
農
商
務
逓
信
ノ
諸
大
臣
ヲ
以
テ
内
閣
ヲ
組
織
ス

な
る
太
政
官
達
に
よ
っ
て
内
閣
制
度
が
新
た
に
創
出
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
宮
内
大
臣
が
内
閣
の
構
成
員
か
ら
外
さ
れ
て
、
明
治
十
九
年

二
月
四
日
に
は
宮
内
省
独
自
の
宮
内
省
官
制
も
定
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
益
々
帝
室
会
計
を
制
定
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
時
機
が
迫
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
弦
に
於
て
明
治
二
十
年
五
月
、
帝
室
会
計
法
則
取
調
の
命
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
命
を
下
し
た
の
は
総
理
大
臣
兼
宮
内

大
臣
伯
爵
伊
藤
博
文
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
命
を
受
け
た
の
が
内
蔵
助
飯
田
巽
で
あ
る
。
そ
の
後
宮
内
大
臣
が
伊
藤
か
ら
土
方
久
元
に

替
わ
っ
た
の
で
、
実
際
に
制
定
に
関
与
し
た
の
は
土
方
と
宮
内
次
官
伯
爵
吉
井
友
美
・
内
蔵
頭
子
爵
杉
孫
七
郎
で
あ
っ
た
。
ま
た
草
案

審
議
に
列
し
た
の
は
侍
従
長
兼
華
族
局
長
侯
爵
徳
大
寺
実
則
・
皇
太
后
宮
大
夫
兼
内
蔵
頭
杉
孫
七
郎
・
皇
后
宮
大
夫
兼
主
殿
頭
諸
陵
頭

子
爵
香
川
敬
三
・
式
部
長
侯
爵
鍋
島
直
大
・
御
料
局
長
官
肥
田
浜
五
郎
・
内
匠
誉
田
正
誼
・
主
馬
権
頭
心
得
米
田
虎
雄
・
書
記
官
内
事

課
長
桜
井
能
監
で
あ
っ
た
。

　
か
く
し
て
明
治
二
十
一
年
三
月
九
日
に
左
の
如
き
帝
室
会
計
法
が
制
定
さ
れ
た
。

6

帝
室
會
計
法

　
　
第
一
章
　
絡
　
則

第
一
條
　
帝
室
ノ
會
計
ヲ
大
別
シ
テ
御
料
区
部
御
資
部
常
用
部
虫
部
ノ
四
部
ト
ス

第
二
條
御
料
地
ノ
収
入
金
及
御
資
鱗
雲
リ
ノ
移
入
金
ヲ
以
テ
諸
料
地
（
即
不
動
産
及
不
動
産
経
濟
二
附
随
ノ
動
産
）
経
距
二
屡
ス
ル
ー
切
ノ
経
費
ヲ
支
辮
シ



明治二十四年の皇室会計法について

　
加
殖
ヲ
謀
ル
ヲ
御
料
産
部
ト
ス

第
三
條
　
現
存
ノ
御
貯
蓄
（
即
動
産
）
ヲ
元
資
ト
シ
爾
後
年
々
常
用
部
ノ
残
鹸
其
他
特
殊
ノ
加
挿
金
等
ヲ
収
入
シ
尚
元
資
二
生
ス

　
ル
利
益
ヲ
加
殖
ス
ル
ヲ
御
資
部
ト
ス

第
四
條

第
五
條

第
六
條

第
七
條

第
八
條

國
庫
ノ
交
付
金
其
他
ノ
雑
収
入
ヲ
以
テ
一
切
ノ
帝
室
費
省
費
ヲ
支
出
ス
ル
ヲ
常
用
部
ト
ス

御
料
客
部
御
詰
部
常
用
部
ノ
範
圃
外
二
在
ル
種
々
ノ
出
納
及
他
ヨ
リ
委
托
ヲ
受
テ
管
守
出
納
ス
ル
ヲ
雑
部
ト
ス

御
料
産
部
ノ
會
計
ハ
御
料
局
長
官
ヲ
シ
テ
管
理
セ
シ
ム
其
會
計
規
則
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

御
資
部
雑
部
ノ
會
計
ハ
内
蔵
頭
ヲ
シ
テ
管
理
セ
シ
ム

常
用
部
ノ
會
計
ハ
総
括
會
計
ト
分
派
會
計
ト
ノ
区
域
ヲ
立
其
総
括
會
計
ハ
内
蔵
頭
ヲ
シ
テ
管
理
セ
シ
メ
分
派
會
計
ハ
各

　
部
局
長
ヲ
シ
テ
主
管
セ
シ
ム
就
テ
ハ
総
括
會
計
ハ
豫
算
ヨ
リ
決
算
二
至
ル
マ
テ
内
蔵
頭
整
理
ノ
責
二
任
シ
分
派
會
計
二
就
テ
ハ

　
豫
算
ヨ
リ
決
算
二
至
ル
マ
テ
各
部
局
長
其
責
二
任
ス
ヘ
シ

　
　
但
各
部
局
分
派
會
計
ハ
内
蔵
頭
ヲ
シ
テ
之
ヲ
監
督
セ
シ
ム
若
シ
処
分
上
昏
昏
ノ
協
ハ
サ
ル
「
ア
ル
博
聞
宮
内
大
臣
ノ
裁
決
ヲ

　
　
請
フ
ヘ
シ

第
九
條
　
學
習
院
及
華
族
女
学
校
ノ
類
ニ
シ
テ
各
部
局
ト
湿
糠
ヲ
異
ニ
ス
ル
會
計
ノ
経
理
ハ
別
段
二
定
ム
ル
規
則
二
擦
ル
モ
ノ
ト

　
ス

第
十
條
　
會
計
ハ
會
計
審
査
會
ヲ
シ
テ
毎
年
度
決
算
ヲ
審
査
セ
シ
ム
其
審
査
規
則
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

第
十
一
條
　
會
計
ハ
毎
年
四
月
一
日
二
起
リ
翌
三
月
三
十
一
日
二
三
ル
ヲ
例
ト
シ
之
ヲ
會
計
一
年
度
ト
ス

第
十
二
條
　
會
経
過
豫
算
二
起
リ
之
二
檬
テ
出
納
シ
決
算
二
終
了
ス
就
テ
ハ
豫
算
令
達
若
ク
ハ
稟
議
裁
決
ヲ
得
タ
ル
経
費
ハ
支
出
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ス
ル
「
ヲ
得
ス

第
十
三
條
會
計
ハ
款
項
目
節
二
別
ケ
之
ヲ
整
理
ス
ヘ
キ
其
科
目
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

第
十
四
條
　
毎
年
度
常
用
部
ノ
剰
墨
金
ハ
悉
皆
御
軸
部
へ
移
入
シ
又
御
料
産
部
経
営
費
ハ
毎
年
其
員
額
ヲ
議
定
シ
御
批
ヲ
仰
テ
御

　
資
部
ヨ
リ
移
入
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
五
條
　
御
資
部
ハ
勅
裁
ア
ル
ニ
非
レ
ハ
収
出
ス
ル
「
ヲ
得
ス

　
　
但
元
資
種
類
ノ
攣
換
価
シ
テ
償
軽
減
幕
無
キ
出
入
並
元
資
二
生
ス
ル
利
益
ノ
収
入
及
運
轄
ノ
爲
メ
要
ス
ル
経
費
ノ
如
キ
ハ
宮

　
　
内
大
臣
之
ヲ
裁
決
ス
又
他
へ
預
ケ
金
ヲ
爲
ス
ニ
ハ
豫
メ
内
蔵
頭
ヨ
リ
宮
内
大
臣
へ
其
預
ケ
響
及
有
為
三
無
抵
相
等
ノ
認
可
ヲ

　
　
請
フ
ヘ
シ
其
預
ケ
金
二
就
テ
ハ
内
蔵
頭
其
責
二
任
ス
ヘ
シ

第
十
六
條
　
内
蔵
頭
ハ
常
用
部
雑
部
ノ
両
部
間
運
髪
上
二
心
テ
ハ
互
二
一
時
繰
替
貸
借
ヲ
爲
シ
又
経
費
假
出
其
他
ノ
一
時
繰
替
彿

　
ヲ
爲
ス
「
ヲ
得

　
　
但
御
料
客
部
御
壷
部
へ
封
シ
テ
ハ
繰
替
貸
ヲ
爲
ス
「
ヲ
得
ル
モ
繰
替
借
ヲ
爲
ス
「
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
七
條
　
各
部
局
二
於
テ
ハ
収
入
金
ヲ
以
テ
直
二
支
出
金
二
移
用
ス
ル
「
ヲ
得
ス

第
十
八
條
　
拝
借
金
ヲ
請
願
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
博
ハ
宮
内
大
臣
奏
聞
ノ
上
之
ヲ
裁
許
シ
其
処
分
ハ
内
蔵
頭
ヲ
シ
テ
管
理
セ
シ
ム

　
　
但
有
利
子
無
利
子
有
抵
當
無
抵
當
等
ハ
其
時
々
之
ヲ
定
ム

8

　
　
第
二
章
　
豫
　
算

第
十
九
條
　
常
用
部
出
納
ノ
豫
算
ハ
省
中
各
部
局
（
職
絶
島
及
之
二
準
ス
ル
課
論
及
出
張
所
等
ニ
シ
テ
収
支
主
管
ア
ル
部
局
ヲ
謂
フ
）
二
於
テ
毎
年
度
盛
主
管
ノ
出
納
金
牛
算
書
ヲ
調
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製
シ
前
年
度
十
二
月
廿
八
日
中
限
り
之
ヲ
内
蔵
頭
へ
送
致
シ
内
蔵
頭
隠
之
心
因
テ
常
用
部
総
出
納
二
千
書
ヲ
調
製
シ
各
部
局
ノ

　
豫
算
書
ヲ
添
テ
前
年
度
二
月
十
日
限
リ
宮
内
大
臣
へ
差
出
ス
ヘ
シ

第
二
十
條
　
宮
内
大
臣
ハ
内
蔵
頭
ヨ
リ
呈
出
セ
シ
豫
算
書
ヲ
裁
定
シ
御
批
ヲ
仰
テ
前
年
度
三
月
七
日
半
二
之
ヲ
内
蔵
頭
へ
下
付
シ

　
尚
各
部
局
ヘ
ハ
各
其
主
管
ノ
科
目
員
額
ヲ
令
達
ス

第
二
十
一
條
　
御
軸
部
出
納
ノ
豫
算
書
ハ
内
蔵
国
宣
ヲ
調
製
呈
出
シ
宮
内
大
臣
二
塁
テ
裁
決
ノ
上
柳
御
触
ヲ
仰
テ
之
ヲ
内
蔵
頭
へ

　
下
付
ス

　
　
但
豫
算
書
呈
出
及
裁
決
期
限
ハ
常
用
部
二
準
ス

第
二
十
二
條
　
各
部
局
二
軸
テ
豫
算
決
定
ノ
収
入
金
額
ヲ
増
減
ス
ヘ
キ
「
ア
ル
乎
又
ハ
豫
算
外
臨
時
収
入
ス
ヘ
キ
金
額
ア
ル
隊
ハ

　
稟
議
書
ヲ
作
り
内
蔵
頭
ヲ
経
由
シ
テ
宮
内
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
二
十
三
條
　
各
部
局
二
於
テ
豫
算
決
定
ノ
後
経
費
ノ
増
加
ヲ
要
シ
又
ハ
減
額
ス
ヘ
キ
「
ア
ル
カ
若
ク
ハ
新
起
ノ
経
費
ヲ
要
ス
ル

　
博
ハ
稟
議
書
ヲ
作
り
内
蔵
頭
ヲ
経
由
シ
テ
宮
内
大
臣
ノ
裁
決
ヲ
請
フ
ヘ
シ

第
二
十
四
條
　
宮
内
大
臣
二
於
テ
臨
時
収
入
支
出
ヲ
爲
ス
博
ハ
其
時
々
内
蔵
頭
及
主
管
部
局
へ
令
達
ス

第
二
十
五
條
内
蔵
頭
目
各
部
局
ヨ
リ
呈
出
ノ
豫
算
及
臨
時
収
支
増
減
等
ノ
稟
議
口
封
シ
各
部
局
へ
協
議
シ
又
ハ
宮
内
大
臣
へ
由

　
牒
シ
テ
其
員
額
ヲ
増
減
ス
ル
「
ヲ
得

第
二
十
六
條
　
前
第
二
十
條
ノ
豫
算
達
士
二
十
一
條
ノ
豫
算
書
下
付
並
第
二
十
二
條
第
二
十
三
條
ノ
増
減
又
ハ
臨
時
収
支
ノ
稟
議

　
裁
決
ヲ
得
タ
ル
金
額
及
第
二
十
四
條
ノ
宮
内
大
臣
令
達
ア
リ
シ
金
額
ハ
主
管
部
局
二
千
テ
納
付
書
又
ハ
支
梯
切
符
ヲ
護
シ
テ
収

　
支
ス
ル
「
ヲ
得

9



　
　
但
豫
算
達
及
稟
議
裁
定
ノ
支
出
金
額
中
立
際
支
出
ノ
時
二
尚
又
宮
内
大
臣
ノ
認
可
ヲ
得
テ
支
出
取
計
フ
ヘ
キ
分
ハ
豫
算
達
及

　
　
稟
議
裁
決
若
ク
ハ
令
達
ノ
博
三
二
之
ヲ
示
ス

第
二
十
七
條
　
豫
算
決
定
ノ
上
ハ
款
項
ノ
各
科
目
員
額
ハ
流
用
ス
ル
「
ヲ
得
ス
目
ノ
各
科
工
員
額
ハ
其
収
支
権
衡
維
持
ヲ
内
蔵
頭

　
二
委
任
ス
書
面
各
部
局
二
面
テ
彼
是
ヲ
流
用
ス
ル
ト
セ
口
内
七
七
ノ
承
認
ヲ
受
ク
ヘ
シ
節
ハ
流
用
承
認
ヲ
受
ク
ル
ニ
及
ハ
ス

第
二
十
八
條
　
各
部
局
二
種
テ
豫
算
決
定
ノ
達
ヲ
得
タ
ル
博
ハ
十
五
日
以
内
二
又
後
二
極
算
増
減
ノ
裁
決
ヲ
得
タ
ル
博
ハ
三
日
以

　
内
二
其
出
納
憂
節
割
合
豫
算
書
ヲ
調
整
シ
テ
内
蔵
寮
へ
通
知
ス
ヘ
シ
内
蔵
寮
二
於
テ
真
書
節
割
田
異
議
ア
ル
博
ハ
更
正
セ
シ
ム

　
ル
「
ヲ
得

　
　
但
爾
後
期
節
金
額
二
攣
更
ヲ
要
ス
ル
博
ハ
其
時
々
内
蔵
寮
へ
通
知
ス
ヘ
シ

10

　
　
第
三
章
出
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ン

第
二
十
九
條
　
會
計
年
度
前
ノ
於
テ
前
納
又
ハ
前
渡
ヲ
要
ス
ル
理
由
ア
ル
出
納
金
ア
ル
博
ハ
其
時
ヨ
リ
其
年
度
出
納
ヲ
開
始
ス
ル

　
コ
ヲ
得

第
三
十
條
　
町
屋
年
度
内
二
出
納
結
了
シ
得
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
斉
ハ
翌
年
度
六
月
三
十
日
マ
テ
ヲ
各
部
局
會
計
整
理
ノ
期
ト
シ
其
期

　
迄
ハ
出
納
ヲ
爲
ス
「
ヲ
得
内
蔵
寮
二
王
テ
ハ
翌
年
度
九
月
三
十
日
ヲ
以
テ
各
年
度
出
納
ヲ
閉
鎖
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
但
言
忌
審
査
會
二
於
テ
審
査
ノ
上
更
正
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
博
ハ
閉
鎖
後
ト
錐
モ
尚
更
更
正
出
納
ヲ
為
ス
「
ヲ
得

第
三
十
一
條
　
現
金
出
納
ハ
内
蔵
寮
二
専
任
シ
同
寮
ハ
所
属
ノ
現
金
取
扱
方
ヲ
シ
テ
取
扱
ハ
シ
メ
各
部
局
ハ
現
金
ヲ
取
扱
ハ
サ
ル

　
ヲ
例
ト
ス
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第
三
十
二
條
内
蔵
頭
ハ
宮
内
大
臣
ノ
認
可
ヲ
請
テ
確
実
ノ
銀
行
二
現
金
取
扱
方
ヲ
命
シ
保
証
品
ヲ
徴
収
シ
テ
現
金
ヲ
預
ケ
出
納

　
ヲ
取
扱
シ
ム
ル
「
ヲ
得

第
三
十
三
條
　
省
外
二
在
ル
各
部
局
ノ
現
金
出
納
ハ
内
蔵
寮
ヨ
リ
現
金
取
扱
方
ヲ
分
派
シ
テ
取
扱
ハ
シ
ム

　
　
但
小
支
部
局
ノ
現
金
出
納
ハ
内
蔵
寮
ヨ
リ
特
二
其
支
部
局
へ
委
托
シ
テ
取
扱
ハ
シ
ム
ル
「
ヲ
得

第
三
十
四
條
　
現
金
ノ
出
納
ハ
日
々
退
省
時
限
一
時
前
野
止
ル
ヲ
例
ト
ス

　
　
但
臨
時
至
急
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
限
二
非
ス

第
三
十
五
條
各
部
妄
想
於
テ
収
入
金
ヲ
納
付
セ
ン
ト
ス
ル
博
ハ
納
付
書
ヲ
作
り
其
納
入
ヲ
シ
テ
現
金
ト
共
晶
内
蔵
寮
へ
納
付
セ

　
シ
ム
ヘ
シ
内
蔵
無
二
於
テ
之
ヲ
収
入
セ
シ
上
面
其
納
付
書
へ
証
印
ヲ
捺
シ
テ
其
甲
号
（
即
チ
納
付
ノ
証
書
）
ヲ
留
趨
向
容
疑
（
槻
諦
舗
）
ヲ
納

　
人
へ
交
付
シ
乙
号
（
即
チ
領
収
済
証
明
書
）
ヲ
主
管
部
局
へ
回
付
ス
ヘ
シ
之
ヲ
納
付
金
ノ
通
式
ト
ス

第
三
十
六
條
　
各
部
局
二
於
テ
経
費
金
ヲ
支
出
セ
ン
ト
ス
ル
博
ハ
支
梯
切
符
ヲ
作
り
書
置
号
（
即
チ
按
内
切
符
）
題
号
（
榊
諦
敲
）
ヲ
内
蔵
寮
へ

　
送
致
シ
其
甲
号
（
即
チ
現
金
引
換
証
書
）
ヲ
受
取
人
へ
交
付
シ
受
取
証
書
ヲ
徴
シ
現
金
ハ
其
受
取
人
ヲ
シ
テ
内
蔵
寮
二
就
キ
受
取
ラ
シ
ム
ヘ

　
シ
之
ヲ
支
出
金
ノ
通
式
ト
ス

　
　
但
第
二
十
六
條
特
達
二
由
リ
其
時
々
認
可
ヲ
得
テ
支
出
ス
ヘ
キ
経
費
ハ
稟
議
書
ヲ
作
り
内
蔵
寮
ヲ
経
由
シ
テ
宮
内
大
臣
ノ
認

　
　
可
ヲ
受
ケ
而
後
本
文
ノ
順
序
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
又
直
二
支
彿
切
符
ヲ
獲
ス
ル
モ
ノ
ト
錐
内
蔵
寮
二
士
テ
不
適
當
ノ
支
出
ト
認
ム
ル

　
　
博
ハ
之
ヲ
拒
ミ
又
ハ
更
正
セ
シ
ム
ル
「
ヲ
得

喪
三
十
七
條
　
各
部
局
ハ
支
携
切
符
ヲ
作
テ
受
取
人
二
交
付
セ
ハ
其
経
費
支
梯
ヲ
了
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
爾
後
其
切
符
現
金
ノ
授
受

　
ハ
内
蔵
寮
二
於
テ
処
分
シ
各
部
局
ハ
關
係
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
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第
三
十
八
條
　
各
部
局
ニ
テ
振
出
ス
支
梯
切
符
ハ
其
日
付
ヨ
リ
起
算
九
十
日
前
現
金
交
換
ノ
期
限
ト
シ
其
期
内
ハ
他
人
へ
取
引
授

　
受
ヲ
許
ス
モ
ノ
ト
ス
若
シ
受
取
人
事
故
ア
リ
テ
其
期
ヲ
経
過
ス
ル
博
ハ
内
蔵
寮
へ
請
求
ス
ル
ニ
随
ヒ
更
二
切
符
ヲ
作
り
テ
交
換

　
ス
ヘ
シ

第
三
十
九
條
　
各
部
面
前
於
テ
既
納
金
過
誤
ア
リ
テ
下
戻
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
各
部
室
蘭
計
整
理
以
前
二
道
テ
ハ
其
理
由
ヲ
具
シ
テ

　
直
二
下
戻
ヲ
内
蔵
頭
へ
請
求
シ
承
認
ヲ
得
テ
支
梯
切
符
ヲ
獲
ス
ヘ
シ
整
理
期
以
後
山
稜
見
セ
シ
分
ハ
翌
年
度
ノ
支
出
二
立
ツ
ル

　
モ
ノ
ト
シ
第
二
十
三
條
及
第
三
十
六
條
ノ
如
ク
処
分
ス
ヘ
シ

第
四
十
條
　
各
部
局
二
於
テ
既
梯
金
過
誤
ア
リ
テ
返
納
ヲ
要
ス
ル
隣
ハ
各
部
局
會
計
整
理
期
以
前
二
在
テ
ハ
其
理
由
ヲ
具
シ
テ
直

　
二
内
蔵
寮
へ
納
付
シ
整
理
期
以
後
二
磯
見
セ
シ
分
ハ
翌
年
度
二
収
入
二
組
入
ル
モ
ノ
ト
シ
第
二
十
二
條
及
第
三
十
五
條
ノ
如
ク

　
処
分
ス
ヘ
シ

第
四
十
一
條
　
各
部
二
二
於
テ
止
ヲ
得
ス
假
出
ヲ
爲
サ
・
ル
ヲ
得
サ
ル
経
費
ハ
内
蔵
寮
へ
請
求
シ
一
時
繰
替
梯
二
爲
ス
コ
ヲ
得
へ

　
シ
ト
錐
モ
速
二
整
理
シ
テ
返
納
ス
ヘ
シ

　
　
但
旅
行
携
帯
用
意
金
ノ
如
キ
ハ
蹄
着
後
十
日
以
内
二
返
納
ス
ヘ
シ
将
又
用
途
見
込
ナ
キ
用
意
金
津
繰
選
管
ヲ
爲
ス
「
ヲ
得
ス

第
四
十
二
條
建
築
成
功
数
年
二
渉
ル
ヘ
キ
大
工
事
ハ
年
度
毎
二
工
費
ヲ
区
書
シ
會
計
ヲ
三
蓋
シ
テ
年
度
毎
二
其
現
費
ヲ
以
テ
決

　
算
ス
ヘ
シ
又
ハ
年
度
内
二
成
功
ス
ヘ
キ
見
込
ヲ
以
テ
着
手
セ
シ
工
事
ニ
シ
テ
翌
年
度
會
計
整
理
期
二
至
ル
モ
落
成
シ
難
キ
斉
ハ

　
中
仕
切
決
算
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
但
何
レ
モ
其
残
工
費
ハ
更
二
翌
年
度
経
費
二
立
テ
支
出
ス
ル
つ
ヲ
得

第
四
十
三
條
　
各
部
局
所
属
ノ
経
費
金
ヲ
支
部
局
又
ハ
出
張
官
吏
其
他
へ
逓
送
ヲ
要
ス
ル
博
一
構
テ
内
蔵
寮
二
於
テ
取
扱
フ
ヘ
シ
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明治二十四年の皇室会計法について

　
　
第
四
章
　
決
　
算

第
四
十
四
條
　
各
部
局
ノ
長
ハ
悪
書
翌
年
度
主
管
二
屡
ス
ル
常
用
部
収
納
金
決
算
書
支
出
金
決
算
書
並
置
年
度
早
算
決
算
封
比
表

　
各
三
通
ヲ
調
製
シ
翌
年
度
八
月
三
十
一
日
迄
二
二
一
通
ヲ
内
蔵
頭
へ
送
致
シ
其
二
通
口
内
蔵
寮
ノ
照
査
ヲ
要
シ
翌
年
度
十
月
三

　
十
一
日
迄
二
宮
内
大
臣
へ
呈
出
ス
ヘ
シ

第
四
十
五
條
　
内
蔵
頭
ハ
至
愚
計
年
度
常
用
部
総
出
納
決
算
書
並
御
資
部
決
算
書
雑
部
決
算
書
二
二
通
ヲ
調
製
シ
何
レ
モ
翌
年
度

　
十
月
三
十
一
日
迄
二
宮
内
大
臣
へ
呈
出
ス
ヘ
シ

第
四
十
六
條
　
宮
内
大
臣
山
前
第
四
十
四
條
第
四
十
五
條
ノ
決
算
書
ヲ
受
ケ
會
計
審
査
局
へ
下
付
ス
會
計
審
査
局
ハ
之
ヲ
審
査
判

　
定
シ
其
書
耳
印
シ
テ
宮
内
大
臣
へ
呈
出
ス
宮
内
大
臣
ハ
之
ヲ
裁
定
シ
御
批
ヲ
仰
テ
後
其
大
鈴
印
シ
テ
翌
年
度
三
月
三
十
一
日
迄

　
二
其
一
通
ヲ
内
蔵
愚
将
ハ
各
部
局
長
へ
各
之
ヲ
下
付
シ
其
一
通
買
子
計
審
査
局
長
官
へ
下
付
決
算
ヲ
終
了
ス

第
四
十
七
條
　
出
納
金
二
屡
ス
ル
謹
書
書
類
ハ
内
蔵
寮
又
ハ
各
部
局
二
格
護
シ
會
計
審
査
會
二
三
テ
封
査
ヲ
要
ス
ル
博
ハ
之
ヲ
呈

　
出
シ
封
査
終
レ
ハ
復
タ
之
ヲ
内
蔵
寮
若
ク
ハ
主
管
ノ
部
局
へ
保
存
ス
ヘ
シ

　
　
第
五
章
雑
　
則

第
四
十
八
條
　
第
十
八
條
二
掲
ル
貸
下
三
帰
総
テ
其
年
度
ヲ
梯
切
別
段
ノ
計
算
二
立
身
返
納
金
蝿
利
子
金
ハ
既
往
年
度
ノ
貸
下
二

　
屡
ス
ル
分
ハ
勿
論
當
該
年
度
ノ
貸
下
分
ト
錐
モ
総
テ
現
収
年
度
ノ
雑
収
入
二
組
入
ル
ヲ
例
ト
ス

第
四
十
九
條
　
各
部
局
ハ
工
事
又
ハ
物
品
購
入
等
未
来
年
度
二
軍
ス
ル
ハ
勿
論
當
該
年
度
分
ト
錐
モ
豫
算
決
定
又
ハ
増
額
裁
決
臨

　
時
支
出
裁
決
外
ノ
モ
ノ
ハ
他
へ
封
シ
約
束
ヲ
爲
ス
「
ヲ
得
ス
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但
事
柄
二
由
リ
豫
メ
約
束
ヲ
爲
サ
・
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ハ
内
蔵
頭
ヲ
経
由
シ
テ
宮
内
大
臣
ノ
允
許
ヲ
請
ヘ
シ

第
五
十
條
　
通
常
歳
出
二
屡
ス
ル
需
要
物
品
ニ
シ
テ
豫
メ
購
入
爲
シ
置
ク
モ
ノ
ハ
主
管
部
局
二
於
テ
諸
物
品
受
梯
ヲ
証
明
ス
ル
帳

　
簿
ヲ
置
キ
恒
二
其
残
額
ヲ
整
理
ス
ヘ
シ
但
年
度
末
こ
至
り
残
品
ア
ル
ト
キ
ハ
次
年
度
へ
繰
越
二
立
ル
「
ヲ
得

第
五
十
一
條
　
贈
與
品
若
ク
ハ
容
易
二
こ
入
シ
難
キ
物
品
ニ
シ
テ
宮
内
大
臣
二
野
テ
必
用
ト
認
ル
分
一
年
々
総
金
額
ヲ
定
メ
経
費

　
露
営
備
品
ト
シ
テ
購
入
爲
シ
置
「
ヲ
許
ス
尊
簡
豫
備
品
ハ
主
管
部
局
二
於
テ
其
時
々
稟
議
書
ヲ
作
り
内
蔵
頭
ヲ
経
由
シ
テ
宮
内

　
大
臣
ノ
許
可
ヲ
請
テ
購
入
シ
而
ソ
別
段
二
帳
簿
ヲ
備
ヘ
テ
登
記
保
管
シ
（
罷
豊
州
柑
羅
守
勢
燦
斬
謝
礁
鵬
冗
聯
た
瀬
脚
臓
一
日
贈
囎
卸
魂
鑛
瀬
婿
矧

　
骸
旺
ノ
）
實
際
ス
ル
片
二
於
テ
其
金
額
ヲ
正
當
科
目
ニ
テ
梯
二
立
言
備
品
代
ヲ
戻
入
ヘ
シ

　
　
但
年
度
末
二
至
リ
豫
備
品
ア
ル
博
ハ
次
年
度
へ
縫
譲
ス
ル
ヲ
例
ト
ス

第
五
十
二
條
　
物
品
購
入
及
請
負
業
事
ハ
正
清
納
メ
済
ノ
物
品
若
ク
ハ
造
作
ヲ
了
セ
シ
事
業
油
画
シ
仕
梯
ヲ
爲
ス
ノ
外
前
金
ヲ
渡

　
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
若
シ
止
ヲ
得
ス
前
金
ヲ
爲
サ
・
ル
ヲ
得
サ
ル
「
ア
ル
博
ハ
其
事
由
ヲ
詳
悉
シ
或
ハ
抵
當
品
ヲ
徴
ス
ル

　
モ
ノ
ト
シ
内
蔵
頭
ヲ
経
由
シ
テ
宮
内
大
臣
二
認
可
ヲ
請
フ
ヘ
シ

第
五
十
三
條
　
業
事
請
負
人
等
ヨ
リ
身
元
保
隙
ノ
爲
メ
金
品
（
現
金
又
ハ
謹
券
公
債
謹
書
等
）
ヲ
預
ル
ヘ
キ
「
ア
ル
カ
又
ハ
其
他
ノ
事
由
ニ
テ
他
ヨ

　
リ
金
品
ヲ
預
ル
ヘ
キ
「
ア
ル
博
戦
必
ス
内
蔵
寮
二
預
ケ
入
各
部
局
へ
存
置
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
十
四
條
　
各
部
局
不
用
品
ハ
内
蔵
寮
ヲ
経
由
シ
テ
宮
内
大
臣
ノ
裁
決
ヲ
受
ケ
后
入
札
法
ヲ
以
テ
梯
下
ヘ
シ

第
五
十
五
條
　
帝
室
ノ
工
事
又
ハ
事
業
費
ヲ
補
フ
爲
メ
献
金
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ア
リ
テ
之
ヲ
許
可
ス
ル
併
出
現
二
収
受
ス
ル
片
ノ
年
度

　
常
用
部
へ
引
入
其
目
的
ノ
工
事
費
事
業
費
二
仕
用
ス
ヘ
シ

第
五
十
六
條
　
會
計
ノ
順
序
及
帳
簿
計
表
等
ノ
様
式
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
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但
帳
簿
計
表
様
式
ハ
各
部
局
匠
々
ナ
キ
ヲ
要
シ
内
蔵
寮
ヲ
シ
テ
管
理
セ
シ
ム
尤
内
蔵
寮
及
各
部
局
ノ
帳
簿
計
表
様
式
ヲ
攣
更

　
　
セ
ン
ト
ス
ル
片
ハ
内
蔵
頭
ヨ
リ
宮
内
大
臣
へ
申
牒
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

第
五
十
七
條
　
内
蔵
寮
青
碧
部
局
會
計
書
類
帳
簿
計
表
及
現
金
諸
物
品
存
立
額
ヲ
會
計
審
査
會
二
於
テ
検
査
ス
ヘ
シ
又
内
蔵
寮
二

於
テ
ハ
臨
時
各
部
局
ノ
會
計
書
類
帳
簿
計
表
ヲ
査
閲
ス
ル
「
ヲ
得

明治二十四年の皇室会計法について

　
右
の
帝
室
会
計
法
は
理
論
よ
り
も
実
際
を
重
ん
じ
、
ま
た
諸
外
国
の
法
を
参
照
し
た
り
せ
ず
に
主
と
し
て
政
府
の
会
計
法
に
倣
っ
て

立
案
さ
れ
た
が
、
そ
の
概
略
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
ま
ず
、
帝
室
の
会
計
を
大
別
し
て
御
料
産
部
・
御
愁
腸
．
常
用
部
．
雑
部
の
四

部
と
し
た
。
御
料
塚
原
と
は
御
料
地
の
収
入
金
及
び
御
名
部
よ
り
の
移
入
金
で
諸
料
地
（
不
動
産
及
び
不
動
産
経
済
に
附
随
す
る
動
産
）

経
済
に
属
す
る
一
切
の
経
費
を
支
弁
し
加
殖
を
謀
る
も
の
で
あ
り
、
御
資
部
と
は
現
存
の
御
貯
蓄
（
動
産
）
を
元
資
と
し
て
爾
後
年
々

常
用
部
の
残
余
そ
の
他
特
殊
の
加
挿
金
等
を
収
入
し
、
な
お
元
資
か
ら
生
じ
る
利
益
を
加
棄
す
る
も
の
で
あ
り
、
常
用
部
と
は
国
庫
の

交
付
金
そ
の
他
の
雑
収
入
を
以
て
一
切
の
帝
室
費
省
費
を
支
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
雑
部
と
は
御
料
産
霊
・
御
警
部
・
常
用
部
の
範
囲

外
に
在
る
種
々
の
出
納
及
び
他
よ
り
委
托
を
受
け
て
管
守
出
納
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
御
料
準
位
の
会
計
は
御
料
局
長
官
が
、
御
壷
部
．

雑
部
の
会
計
は
内
蔵
頭
が
、
常
用
部
の
会
計
は
総
括
会
計
は
内
蔵
頭
が
、
分
派
会
計
は
各
部
局
長
が
主
管
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

御
暦
部
か
ら
御
料
面
部
に
移
入
し
た
の
は
、
当
時
ま
だ
御
料
経
済
が
軌
道
に
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
外
、
学
習
院

や
華
族
女
学
校
の
会
計
経
理
は
別
途
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
に
し
た
。
帝
室
会
計
は
毎
年
四
月
一
日
間
ら
翌
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
、
会

計
審
査
会
が
審
査
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
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三
　
明
治
二
十
四
年
の
皇
室
会
計
法

　
明
治
二
十
三
年
に
な
る
と
、
会
計
法
改
正
の
取
調
が
経
費
取
調
委
員
に
対
し
て
命
じ
ら
れ
、
該
委
員
が
改
正
按
を
審
議
呈
出
し
、
宮

内
大
臣
は
こ
れ
を
帝
室
制
度
取
調
局
に
下
し
て
審
議
せ
し
め
る
予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
。
な
ぜ
帝
室
制
度
取
調
局
が
こ
こ
に
出
て
く
る

の
か
、
そ
の
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
そ
れ
を
推
測
す
る
一
史
料
と
し
て
、
明
治
二
十
二
年
に
帝
室
制
度
取
調
委
員
長
柳
原
前
光
が
宮

内
大
臣
土
方
久
元
に
提
出
し
た
「
皇
室
二
愚
計
府
ヲ
建
設
ス
ル
ノ
議
」
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
三
条
実
美
文
書
、
文
書
の
部
三
九
の

3
5
）
が
あ
る
。
そ
の
中
で
柳
原
は

　
　
皇
室
ノ
財
政
多
端
ニ
シ
テ
出
納
ノ
額
影
多
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
間
浪
費
濫
出
ノ
弊
ヲ
生
シ
易
シ
、
故
智
其
会
計
監
督
ノ
良
否
ハ
蕾
二
皇

　
　
室
財
政
ノ
得
喪
二
合
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
言
置
や
累
ヲ
聖
徳
二
三
ホ
サ
・
ル
ヲ
保
チ
難
シ
、
一
宇
二
戒
慎
シ
テ
前
途
ノ
計
画
ヲ
思
ハ
サ

　
　
ル
ヘ
ケ
ン
ヤ
、
帝
室
会
計
審
査
局
ノ
設
置
タ
ル
職
主
事
二
由
ル
、
其
主
旨
称
美
ス
ヘ
シ
ト
錐
モ
惜
ム
ラ
ク
ハ
其
官
制
権
限
未
タ
完

　
　
全
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
、
何
ト
ナ
レ
ハ
其
長
官
タ
リ
宮
中
若
ク
ハ
中
中
ノ
勅
任
官
ヲ
以
テ
兼
任
セ
シ
メ
、
審
査
官
三
人
ハ
省
中
奏
任
官
ノ

　
　
兼
任
タ
リ
、
其
局
常
二
設
ケ
ス
、
抑
会
計
ノ
墨
黒
ル
常
二
之
ヲ
監
督
検
査
ス
ル
モ
猶
ホ
紛
雑
汎
濫
ヲ
恐
ル
、
然
ル
ヲ
況
ン
や
局
常

　
　
設
ニ
ア
ラ
ス
、
官
専
任
ナ
ラ
サ
ル
ニ
於
テ
オ
ヤ
、

云
々
と
述
べ
、
会
計
監
査
の
観
点
か
ら
「
独
立
不
覇
」
の
監
査
機
関
を
設
置
す
る
よ
う
に
建
議
し
、
最
後
に
「
皇
室
会
計
法
ハ
追
テ
将

二
建
議
セ
ン
ト
ス
」
と
言
っ
て
お
り
、
皇
室
会
計
法
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
明
治
二
十
三
年
十
月
二
十
日
目
帝
室
制
度
取
調
局
が
廃
止
せ
ら
れ
た
た
め
、
委
員
の
成
案
を
以
て
経
済
会
議
に
図
っ
た
。
こ



明治二十四年の皇室会計法について

の
皇
室
会
計
法
改
定
の
衝
に
回
っ
た
の
は
宮
内
大
臣
子
爵
土
方
久
元
・
宮
内
次
官
伯
爵
吉
井
友
実
・
内
蔵
頭
子
爵
杉
孫
七
郎
で
あ
り
、

起
草
者
は
内
蔵
助
飯
田
巽
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
を
調
査
審
議
し
た
委
員
長
は
内
蔵
翠
黛
孫
七
郎
、
委
員
は
皇
后
宮
大
夫
子
爵
香
川
敬
三
・

帝
室
会
計
審
査
局
長
花
房
義
甲
・
内
匠
頭
屋
正
誼
・
書
記
官
内
事
課
長
股
野
琢
・
書
記
官
調
査
課
長
山
崎
直
胤
・
内
蔵
助
飯
田
巽
・
調

度
局
主
事
麻
見
義
修
・
書
記
官
内
事
課
次
長
田
辺
新
七
郎
・
御
料
局
主
事
佐
々
木
陽
太
郎
、
こ
れ
を
議
定
し
た
経
済
会
議
員
は
内
大
臣

公
爵
三
条
実
美
・
枢
密
院
議
長
伯
爵
伊
藤
博
文
・
大
蔵
大
臣
伯
爵
松
方
正
義
及
び
宮
内
大
臣
・
宮
内
次
官
・
内
蔵
頭
・
御
料
局
長
・
帝

室
会
計
審
査
局
長
等
で
あ
っ
た
。

　
な
お
『
秘
書
類
纂
帝
室
制
度
資
料
』
上
巻
三
八
三
頁
以
下
に
は
皇
室
会
計
法
草
案
が
二
種
類
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
一
種
は

「
過
般
経
済
会
議
二
於
テ
議
決
セ
シ
原
按
二
対
シ
修
正
シ
タ
ル
箇
所
ハ
各
条
頭
二
記
載
ス
」
と
の
識
語
の
あ
る
全
四
章
五
十
七
箇
条
の

草
案
で
あ
り
、
後
者
は
全
四
章
五
十
三
箇
条
の
草
案
で
あ
る
。
而
し
て
後
者
と
殆
ど
同
一
の
草
案
が
三
条
家
文
書
（
三
九
の
3
6
）
中
に
も

あ
り
、
こ
れ
に
は
以
下
の
よ
う
な
書
翰
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
拝
啓
皇
室
典
範
第
四
十
八
条
二
所
謂
皇
室
会
計
法
案
別
冊
之
通
致
起
草
候
証
書
御
面
倒
御
高
覧
何
分
ノ
御
意
見
至
急
御
申
越
被
下

　
　
度
此
段
得
御
意
見
候
敬
具

　
　
明
治
廿
三
年
十
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
大
臣
子
爵
土
方
久
元

　
　
皇
室
御
財
政
参
与

　
　
　
　
内
大
臣
公
爵
三
条
実
美
殿

　
　
　
尚
．
々
自
然
御
会
議
相
応
座
方
玉
壷
御
薗
二
候
得
者
御
都
合
之
期
日
二
相
催
可
申
此
段
申
事
候
爵
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そ
し
て
、
こ
の
草
案
を
更
に
修
正
、
上
裁
を
仰
い
で
明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
四
日
に
新
た
に
全
四
章
五
十
七
箇
条
か
ら
な
る
「
皇
室

会
計
法
」
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
ち
な
み
に
こ
れ
よ
り
先
、
明
治
二
十
二
年
三
月
十
一
日
に
内
大
臣
三
条
実
美
・

枢
密
院
議
長
伊
藤
博
文
・
大
蔵
大
臣
松
方
正
義
を
皇
室
財
政
の
参
与
と
し
て
い
た
。
『
明
治
天
皇
紀
』
同
日
条
）
。

18

皇
室
會
計
法

　
　
第
一
章
　
絡
　
則

第
一
條
　
皇
室
會
計
法
ハ
皇
室
財
政
経
理
ノ
典
則
ヲ
云

第
二
條
　
皇
室
ノ
會
計
ヲ
大
別
シ
テ
御
料
部
御
資
部
常
用
部
ト
ス

第
三
條
　
會
計
ハ
其
歳
入
歳
出
ノ
性
質
二
軍
リ
科
目
ヲ
設
ケ
豫
算
ヲ
定
メ
テ
之
ヲ
経
理
ス

第
四
條
　
皇
室
ノ
會
計
年
度
ハ
暦
年
二
擦
ル

　
毎
年
度
ノ
歳
入
歳
出
ハ
次
回
七
月
三
十
一
日
三
二
之
ヲ
完
結
ス

第
五
條
　
各
年
度
二
於
テ
決
定
シ
タ
ル
経
費
豫
算
額
ヲ
以
テ
他
ノ
年
度
二
属
ス
ヘ
キ
経
費
二
野
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
六
條
　
前
年
度
已
前
二
係
ル
出
納
ノ
脱
落
若
ク
ハ
過
誤
訂
正
ノ
爲
メ
収
支
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
戸
田
磯
見
セ
シ
年
度
ノ
歳
入
歳
出

　
二
立
ツ

第
七
條
　
工
事
ノ
請
負
及
物
件
ノ
購
入
梯
下
ハ
競
争
二
付
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
但
特
旨
二
出
ル
購
入
及
非
望
競
争
切
付
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
此
限
二
非
ス

第
八
條
　
御
料
部
會
計
ハ
御
料
局
長
之
ヲ
経
理
ス



　
御
資
部
會
計
ハ
内
蔵
頭
之
ヲ
経
理
ス

　
常
用
部
會
計
ハ
内
蔵
頭
之
ヲ
総
括
経
理
シ
其
各
部
局
主
含
綿
係
ル
モ
ノ
竹
島
部
局
長
之
ヲ
経
理
ス

第
九
條
　
現
金
ノ
管
守
出
納
ハ
御
料
部
二
号
ル
モ
ノ
ハ
御
料
局
長
二
専
任
シ
其
他
ハ
総
テ
内
蔵
頭
二
専
任
ス

　
御
料
局
長
内
蔵
頭
ハ
宮
内
大
臣
ノ
認
可
ヲ
請
ケ
テ
銀
行
二
現
金
取
扱
方
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
條
　
皇
室
ノ
會
計
上
皇
室
會
計
審
査
局
ヲ
シ
テ
審
査
セ
シ
ム
其
審
査
條
規
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム
但
御
内
儀
戸
井
皇
太
后
宮
皇
后

　
宮
東
宮
一
家
ヲ
立
サ
ル
御
直
宮
ノ
内
高
濟
奇
計
其
他
皇
族
家
費
ハ
審
査
ノ
限
ニ
ア
ラ
ス

明治二十四年の皇室会計法について

　
　
第
二
章
御
料
部
會
計

第
十
一
條
　
御
料
部
ノ
財
本
ハ
之
ヲ
ニ
種
二
区
分
シ
第
一
種
御
料
第
二
種
御
料
ト
ス

　
第
一
種
御
料
ハ
世
傳
御
料
二
編
入
シ
タ
ル
土
地
森
林
原
野
ト
ス

　
第
二
種
御
料
ハ
世
語
御
料
二
編
入
セ
サ
ル
土
地
森
林
原
野
井
御
料
ノ
事
業
二
世
ル
管
造
物
其
他
ノ
物
件
ト
ス

第
十
二
條
　
土
地
ハ
其
地
質
学
慮
シ
テ
警
世
ノ
事
業
ヲ
施
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
但
経
濟
ノ
便
宜
二
由
リ
之
ヲ
貸
付
シ
テ
料
金
ヲ
収
ム

　
ル
コ
ト
ヲ
得

　
諸
事
業
及
地
貸
付
二
関
ス
ル
條
規
ハ
別
二
之
ヲ
定
ム

第
十
三
條
　
第
二
種
御
料
二
会
ス
ル
土
地
物
件
ハ
正
當
ノ
事
由
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
責
却
譲
與
早
口
除
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
票
責
却
代
金

　
ハ
基
金
二
移
入
ス

第
十
四
條
　
御
料
部
ハ
財
本
ノ
経
濟
ヲ
主
ト
シ
其
財
本
星
事
業
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
ヲ
以
テ
歳
入
ト
シ
御
料
二
係
ル
経
費
ヲ
以
テ
歳
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出
ト
ス

　
歳
入
ヲ
以
テ
歳
出
ヲ
支
辮
シ
其
残
絵
ハ
基
金
二
加
殖
ス

　
作
業
二
屡
ス
ル
収
入
ハ
直
二
支
出
二
移
用
シ
其
純
益
ヲ
以
テ
歳
入
ト
ス

第
十
五
條
　
御
料
部
ハ
特
二
基
金
ヲ
備
へ
左
ノ
用
途
二
供
ス

　
一
　
事
業
二
要
ス
ル
運
用
金

　
一
　
歳
入
二
先
チ
歳
出
ノ
假
用

　
一
　
事
業
ヲ
興
シ
又
籏
張
ス
ル
ト
キ
若
ク
ハ
歳
入
野
相
償
ハ
サ
ル
ト
キ
ノ
補
足

第
十
六
條
　
基
金
棚
経
濟
上
ノ
便
宜
二
由
リ
テ
ハ
其
幾
部
ヲ
株
券
公
債
讃
養
育
ク
ハ
大
蔵
省
下
限
二
換
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
誰
其
種
類

　
制
限
ハ
豫
メ
之
ヲ
定
ム

第
十
七
條
　
御
料
部
會
計
ハ
左
ノ
如
ク
区
分
シ
テ
之
ヲ
経
理
ス

　
一
　
財
本
會
計

　
】
　
基
金
會
計

　
一
　
経
常
會
計

　
一
　
作
業
會
計

　
一
　
雑
部
會
計

第
十
八
條
　
御
料
ノ
事
業
二
關
セ
サ
ル
土
地
及
附
屡
物
件
ノ
購
入
ヲ
要
ス
ル
金
員
ハ
御
資
部
ヨ
リ
御
料
部
財
本
二
移
入
ス

第
十
九
條
　
御
料
ノ
事
業
二
軸
シ
購
入
シ
タ
ル
土
地
及
附
屡
物
件
ハ
直
二
御
料
部
財
本
二
加
へ
其
代
金
ハ
歳
出
二
立
ツ
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明治二十四年の皇室会計法について

第
二
十
條
　
基
金
量
器
上
ノ
便
宜
二
由
リ
テ
ハ
画
聖
部
ヨ
リ
繰
替
借
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
其
返
戻
糸
面
年
度
二
渉
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但

　
用
途
ノ
性
質
二
由
リ
年
期
ヲ
定
メ
之
ヲ
返
戻
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
一
條
　
御
料
部
ハ
歳
入
ノ
量
器
歳
出
ノ
假
出
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
其
精
算
商
品
年
度
二
渉
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
二
條
　
毎
年
度
豫
算
中
二
豫
備
金
ヲ
置
キ
避
ク
可
カ
ラ
サ
ル
溝
型
ノ
不
足
ヲ
補
ヒ
王
土
愚
書
外
二
生
シ
タ
ル
支
出
二
充
ツ

　
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
三
條
　
御
料
部
ハ
金
圓
ヲ
借
入
又
ハ
貸
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
四
條
　
御
料
部
ハ
大
蔵
省
又
ハ
銀
行
二
預
ケ
金
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
五
條
　
一
年
度
内
二
竣
功
ス
ヘ
キ
工
事
製
造
其
他
ノ
事
業
二
係
ル
費
途
ニ
シ
テ
其
年
度
内
二
支
出
ヲ
了
ス
ル
考
証
サ
ル
事

　
由
ア
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
次
年
度
二
繰
越
シ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
六
條
　
数
年
ヲ
期
シ
竣
功
ス
ヘ
キ
工
事
製
造
其
他
ノ
事
業
二
係
ル
費
途
ハ
織
績
費
ト
シ
毎
年
度
ノ
残
額
ヲ
竣
功
年
度
マ
テ

　
繰
越
二
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
七
條
　
財
本
ノ
會
計
ハ
毎
年
度
内
現
二
出
納
セ
シ
モ
ノ
ヲ
以
テ
年
度
末
日
二
完
結
シ
累
計
額
ヲ
以
テ
順
次
後
年
度
二
繰
越

　
ス

　
　
第
三
章
　
御
資
部
會
計

第
二
十
八
條
　
御
資
部
ハ
現
存
ノ
御
貯
蓄

　
金
等
ヲ
以
テ
其
財
本
二
加
フ

（
即
動
産
）
ヲ
財
本
ト
シ
爾
後
歳
入
出
ノ
残
響
其
他
常
用
部
ノ
残
絵
移
入
特
殊
ノ
加
挿
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第
二
十
九
條
　
御
資
部
曲
財
本
ノ
経
濟
ヲ
主
ト
シ
其
粉
本
ヨ
リ
生
ス
ル
収
入
ヲ
歳
入
ト
シ
下
平
本
二
係
ル
経
費
ヲ
歳
出
ト
ス

第
三
十
條
　
御
資
部
會
計
ハ
左
ノ
如
ク
之
ヲ
経
理
ス

　
一
　
財
本
會
計

　
一
　
歳
入
出
會
計

第
三
十
一
條
御
尋
部
財
本
ハ
御
料
部
基
金
若
ク
ハ
特
別
會
計
ノ
事
業
資
本
二
分
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
其
異
動
ハ
更
二
分
置
ス
ル
モ

　
ノ
ハ
直
二
之
ヲ
訂
正
シ
其
他
ハ
毎
年
度
其
會
計
完
結
ノ
上
之
ヲ
訂
正
ス

第
三
十
二
條
　
御
資
部
財
本
ハ
御
料
部
常
用
三
二
移
入
シ
及
特
旨
二
出
ル
モ
ノ
・
外
支
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
三
條
　
御
資
部
財
本
二
編
入
ス
ヘ
キ
動
産
ノ
種
類
制
限
ハ
豫
メ
之
ヲ
定
ム

第
三
十
四
條
　
御
資
部
ハ
時
宜
二
由
リ
特
二
裁
可
ヲ
経
テ
急
撃
ヲ
借
入
ル
・
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
五
條
　
御
揃
部
ハ
金
員
ヲ
貸
出
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
常
用
部
歳
出
補
足
ノ
爲
メ
雲
量
シ
次
年
度
二
於
テ
返
入
ス
ル
ハ
此
限
ニ

　
ア
ラ
ス

第
三
十
六
條
　
御
警
部
ハ
常
用
部
ヨ
リ
一
時
繰
替
借
ヲ
爲
シ
御
料
部
常
用
部
一
二
時
繰
替
貸
ヲ
爲
シ
又
歳
入
ノ
野
羊
歳
出
ノ
假
出

　
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
世
盛
戻
ハ
次
年
度
二
渉
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
御
料
部
二
封
ス
ル
繰
牛
馬
ハ
用
途
ノ
性
質
二
三
リ
年
期
ヲ
定
メ
テ

　
之
ヲ
返
戻
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
七
條
　
御
資
部
ハ
大
蔵
省
又
ハ
銀
行
二
預
ケ
金
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
八
條
　
御
尋
部
ハ
総
テ
毎
年
度
内
乱
二
出
納
セ
シ
モ
ノ
ヲ
以
テ
年
度
末
日
二
完
結
シ
其
財
本
ノ
累
計
額
ヲ
以
テ
順
次
後
年

　
度
二
繰
越
ス

22



明治二十四年の皇室会計法について

　
　
第
四
章
　
常
用
部
會
計

第
三
十
九
條
　
常
用
部
ハ
國
庫
ヨ
リ
支
出
ノ
皇
室
費
其
他
常
用
部
首
編
入
ス
ヘ
キ
性
質
ア
ル
収
入
ヲ
歳
入
ト
シ
皇
室
諸
般
ノ
経
費

　
事
業
費
等
ヲ
以
テ
歳
出
ト
ス

第
四
十
條
　
常
用
部
ノ
會
計
上
左
ノ
如
ク
区
分
シ
各
其
主
管
ヲ
事
宜
テ
之
ヲ
経
理
ス
但
皇
太
后
宮
費
皇
后
宮
費
東
宮
費
一
家
ヲ
立

　
サ
ル
御
直
宮
費
ハ
常
額
ヲ
定
メ
テ
支
出
シ
別
二
内
経
濟
ヲ
立
ツ

　
一
　
総
括
會
計

　
一
　
分
派
會
計

　
一
　
特
別
會
計

第
四
十
一
條

第
四
十
二
條

第
四
十
三
條

第
四
十
四
條

第
四
十
五
條

第
四
十
六
條

常
用
部
歳
入
歳
出
ハ
経
常
ト
額
外
ト
臨
時
ト
ヲ
区
別
シ
テ
之
ヲ
経
理
ス

経
常
歳
出
ハ
各
科
目
二
就
キ
豫
メ
将
来
ノ
固
定
歳
額
若
ク
ハ
概
定
歳
額
ヲ
定
ム

常
用
部
ハ
毎
年
度
豫
算
中
二
豫
備
金
ヲ
置
キ
歳
費
豫
算
外
二
生
ス
ル
支
出
二
充
ツ

事
業
資
其
他
ノ
事
件
費
ニ
シ
テ
別
途
経
濟
ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
常
額
ヲ
定
メ
テ
支
出
シ
特
別
會
計
ヲ
立
ツ

未
渡
金
回
送
金
及
受
託
管
守
二
係
ル
出
入
ハ
雑
部
ト
シ
特
別
會
計
ヲ
立
ツ

分
派
會
計
二
係
ル
収
入
金
ハ
総
テ
各
主
管
部
局
長
ヨ
リ
内
蔵
寮
二
納
付
ス
ヘ
シ
直
二
支
出
二
充
ル
コ
ト
ヲ
得

　
特
別
會
計
二
係
ル
収
入
金
ハ
直
二
支
出
二
充
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
七
條
　
分
派
會
計
二
係
ル
支
出
金
ハ
各
主
管
部
局
長
ヨ
リ
内
蔵
寮
二
封
シ
支
梯
切
符
ヲ
護
シ
テ
其
支
出
ヲ
要
求
ス
ル
モ
ノ
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ト
ス
特
別
會
計
二
係
ル
支
出
金
ハ
内
蔵
寮
二
寄
託
シ
各
主
管
部
局
長
ヨ
リ
引
出
切
符
ヲ
獲
シ
テ
其
支
出
ヲ
要
求
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
十
八
條
　
土
木
其
他
ノ
事
件
二
恩
ル
経
費
ニ
シ
テ
支
出
数
年
官
倉
ル
ヘ
キ
モ
ノ
一
撃
軍
費
ト
シ
数
年
二
分
割
工
期
ヲ
立
ル
コ

　
ト
ヲ
得

第
四
十
九
條
　
各
年
度
二
於
テ
決
定
シ
タ
ル
経
費
豫
算
額
ノ
三
碧
年
度
二
極
テ
支
出
ヲ
了
ス
ル
能
ハ
サ
ル
事
由
ア
ル
モ
ノ
ハ
現
支

　
出
額
ヲ
以
テ
決
算
シ
其
豫
算
残
額
ヲ
次
年
度
所
屡
ノ
歳
出
二
男
ス
コ
ト
ヲ
得

　
此
場
合
二
於
テ
ハ
其
豫
算
残
三
富
ノ
金
額
ヲ
次
年
度
ノ
歳
入
二
繰
入
ル
・
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
條
　
分
派
會
計
二
係
ル
各
年
度
ノ
豫
算
残
額
ハ
次
年
度
二
繰
越
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

　
特
別
會
計
二
係
ル
各
年
度
ノ
残
絵
一
次
年
度
二
繰
越
若
ク
博
愛
備
層
層
積
立
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
一
條
練
歳
入
ヲ
以
テ
絡
歳
出
ヲ
支
辮
シ
剰
ル
所
ノ
金
額
ハ
第
四
十
九
條
ノ
次
年
度
繰
入
額
ヲ
除
ク
ノ
外
総
テ
御
資
部
二

　
移
入
ス

第
五
十
二
條
　
非
常
ノ
事
件
二
係
ル
経
費
ヲ
要
シ
歳
入
歳
出
相
償
ハ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
年
ハ
御
昼
部
ヨ
リ
移
入
ヲ
受
ケ
テ
之
ヲ
補
足

　
ス

第
五
十
三
條
　
常
用
部
ハ
金
町
ヲ
借
入
ル
・
コ
ト
ヲ
得
ス
但
歳
入
出
挙
償
ハ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
年
ハ
御
史
部
ヨ
リ
二
士
シ
テ
補
辮
ス

　
ル
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
二
於
テ
ハ
次
年
度
二
於
テ
之
ヲ
返
戻
ス

第
五
十
四
條
　
常
用
部
ハ
特
旨
二
出
ル
モ
ノ
・
外
七
号
ヲ
貸
出
ス
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
五
條
　
常
用
部
ハ
御
室
部
ヨ
リ
］
時
言
替
借
ヲ
爲
シ
御
堂
部
其
他
一
二
時
分
替
貸
ヲ
爲
シ
又
歳
入
ノ
假
納
歳
出
ヲ
爲
ス
コ

　
ト
ヲ
得
但
其
返
戻
ハ
何
レ
モ
次
年
度
二
渉
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
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第
五
十
六
條
　
常
用
部
ハ
利
殖
ノ
経
距
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
特
別
會
計
二
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス

第
五
十
七
條
　
年
度
二
先
チ
出
納
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
ハ
其
年
度
凶
夢
決
定
セ
シ
上
田
出
納
ヲ
開
始
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

明治二十四年の皇室会計法について

　
と
こ
ろ
で
、
『
明
治
天
皇
紀
』
明
治
二
十
四
年
三
月
二
十
四
日
の
条
に
は
、
こ
の
皇
室
会
計
法
制
定
に
関
し
て

　
　
是
れ
よ
り
先
、
宮
内
大
臣
子
爵
土
方
久
元
帝
室
会
計
法
を
改
正
せ
ん
と
し
、
明
治
二
十
二
年
十
月
半
れ
を
経
費
定
額
取
調
委
員
の

　
　
議
に
付
し
、
屡
々
修
正
審
議
し
て
漸
く
成
案
を
得
、
之
れ
を
皇
室
経
済
会
議
に
諮
り
、
上
裁
を
仰
ぎ
、
是
の
日
皇
室
会
計
法
を
定

　
　
む
、
乃
ち
皇
室
財
産
経
理
の
典
則
を
規
定
す
る
を
以
て
皇
室
会
計
法
と
し
、
皇
室
会
計
を
大
別
し
て
御
料
部
・
御
資
部
・
常
用
部

　
　
と
し
、
前
会
計
法
の
雑
誌
を
廃
す
、
而
し
て
各
部
の
会
計
管
理
・
予
算
・
出
納
・
決
算
の
方
式
等
は
前
会
計
法
及
び
会
計
経
理
要

　
　
領
に
定
め
た
る
所
に
異
な
る
な
し
と
錐
も
、
会
計
期
を
暦
年
に
改
正
し
、
各
年
度
の
予
算
額
を
他
の
年
度
に
属
す
べ
き
経
費
に
充

　
　
つ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
事
業
費
の
経
済
を
特
別
会
計
と
し
て
之
れ
に
伴
ふ
処
理
法
を
定
め
、
皇
太
后
宮
号
の
他
下
穿
費
の
内
経
済

　
　
会
計
を
立
て
、
内
経
済
会
計
並
び
に
御
寺
中
御
内
儀
用
及
び
皇
族
出
資
を
帝
室
会
計
審
査
局
審
査
の
限
外
に
置
け
る
等
、
其
の
他

　
　
改
正
す
る
所
多
し
、
去
り
て
又
皇
室
会
計
条
規
を
定
め
て
、
会
計
事
務
の
例
則
を
規
定
す
る
も
の
と
し
、
常
用
部
特
別
会
計
規
則
・

　
　
各
宮
内
経
済
会
計
規
則
等
を
定
む
（
○
経
済
会
議
録
、
例
規
録
、
皇
室
財
政
沿
革
記
）

と
書
き
、
皇
室
会
計
法
の
主
た
る
変
更
点
を
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
重
要
な
事
項
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
御

料
部
財
本
を
第
一
種
御
料
と
第
二
種
御
料
と
に
分
け
、
第
一
種
御
料
を
「
世
伝
御
料
二
編
入
シ
タ
ル
土
地
森
林
原
野
」
と
し
、
第
二
種

御
料
を
「
世
伝
御
料
二
編
入
セ
サ
ル
土
地
森
林
原
野
井
御
料
ノ
事
業
二
係
ル
営
造
物
其
他
ノ
物
件
」
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
拙

稿
「
明
治
二
十
三
年
の
世
伝
御
料
勅
定
に
つ
い
て
」
（
『
早
稲
田
人
文
自
然
科
学
研
究
』
第
四
＋
四
号
V
で
述
べ
た
よ
う
に
、
皇
室
会
計
法
が
立
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案
せ
ら
れ
て
い
る
こ
ろ
、
並
行
し
て
世
伝
御
料
の
勅
定
作
業
が
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
例
え
ば
明
治
二
十
三
年
八
月
二
日
に
枢
密
院
で

配
布
せ
ら
れ
た
「
世
伝
御
料
勅
定
ノ
件
」
に

　
　
御
料
中
世
伝
御
料
ノ
勅
定
ア
ル
ニ
於
テ
ハ
其
他
ノ
御
料
臨
御
私
料
ト
為
サ
サ
ル
ヲ
得
ス
既
二
御
私
曲
タ
リ
御
私
産
タ
ル
拙
下
テ
ハ

　
　
立
憲
制
ノ
理
義
二
依
テ
普
通
法
律
ノ
範
囲
内
二
於
テ
処
分
セ
ラ
ル
・
ノ
盛
意
ヲ
示
サ
レ
凡
ソ
私
有
ノ
財
産
ハ
其
所
有
者
ノ
何
人
タ

　
　
リ
其
所
有
権
移
転
ノ
如
何
二
依
テ
之
二
附
帯
ス
ル
権
義
二
差
違
ナ
カ
ラ
シ
ム
ヘ
シ
即
チ
世
伝
御
料
外
二
属
ス
ル
財
産
就
中
土
地
ハ

　
　
丈
量
地
価
ヲ
付
シ
曹
二
地
方
税
郡
市
町
村
費
ヲ
負
担
ス
ヘ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
進
テ
国
税
ヲ
モ
負
担
ス
ヘ
シ
其
主
管
者
ハ
一
個
法
人
ノ

　
　
管
理
者
ト
同
ク
其
財
産
二
付
権
義
ヲ
有
ス
ヘ
シ

　
　
御
料
地
ノ
名
称
ハ
世
伝
御
料
地
二
限
リ
他
ハ
宮
内
省
附
属
地
等
ヲ
用
ヰ
テ
判
然
之
ヲ
分
別
ス
ル
ヲ
要
ス
ト
錐
モ
未
タ
適
当
ノ
名
称

　
　
ヲ
得
サ
ル
ニ
因
リ
暫
ク
単
二
御
料
地
ト
称
ス
ヘ
シ

と
あ
っ
て
、
世
伝
御
料
に
属
さ
な
い
御
料
の
名
称
を
ど
う
す
る
か
、
ま
だ
決
定
し
て
い
な
か
っ
た
。
同
年
十
月
十
八
日
に
宮
内
大
臣
土

方
が
内
大
臣
三
条
に
提
出
し
た
「
皇
室
会
計
法
案
」
で
は

　
　
第
十
条
　
御
料
部
ノ
財
本
ハ
之
ヲ
ニ
種
二
区
分
シ
第
一
種
御
料
第
二
種
御
料
ト
ス

　
　
　
第
一
種
御
料
ハ
皇
室
典
範
二
拠
リ
世
伝
御
料
二
編
入
シ
タ
ル
不
動
産
ト
ス

　
　
　
第
二
種
御
料
ハ
並
並
御
料
二
編
入
セ
サ
ル
不
動
産
ト
ス
但
経
済
ノ
便
宜
二
郎
リ
動
産
ヲ
以
テ
噺
本
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

と
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
御
料
部
財
本
を
二
種
に
区
分
す
る
と
い
う
大
体
の
方
針
が
定
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
。
但
し
こ
れ
が
ま
だ

確
定
的
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
帝
室
会
計
審
査
局
の
書
記
官
で
調
査
課
長
で
あ
っ
た
山
崎
直
胤
が
「
皇
室
財
産
二
関
ス
ル
規
定
」
案

（
梧
陰
文
庫
A
七
。
『
井
上
毅
伝
史
料
篇
』
第
二
、
二
九
五
頁
以
下
）
で
御
料
財
産
を
区
別
し
て
第
一
種
第
二
種
第
三
種
と
し
、
第
一
種
御
料
は
皇
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室
公
産
た
る
世
伝
御
料
、
第
二
種
御
料
は
皇
室
私
産
、
第
三
種
御
料
は
天
皇
の
私
産
と
し
て
い
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
こ
の
山
崎
案

に
対
し
て
井
上
毅
は
十
二
月
十
日
、
山
崎
に
宛
て
て

　
　
古
典
ヲ
按
ス
ル
ニ
古
ノ
所
謂
ミ
ヤ
ケ
ニ
ニ
種
ノ
別
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ハ
皇
室
典
範
義
解
二
王
セ
タ
ル
所
ノ
如
シ
、
神
功
皇
后
ノ
三
韓

　
　
征
服
ノ
地
ヲ
ミ
ヤ
ケ
ト
為
シ
タ
マ
ヘ
ル
カ
如
キ
ハ
即
チ
皇
室
差
料
ニ
シ
テ
私
産
二
非
サ
ル
コ
ト
著
シ
、
又
私
所
ヲ
献
納
セ
シ
メ
タ

　
　
ル
カ
如
キ
ハ
名
代
ノ
為
雨
月
ミ
ヤ
ケ
ヲ
設
ケ
ラ
レ
タ
ル
カ
如
キ
渦
虫
チ
私
産
ナ
リ
ト
知
ラ
ル
、
故
二
皇
室
典
範
義
解
二
据
レ
ハ
蓋

　
　
典
範
ノ
主
義
ハ
ニ
種
二
在
リ
テ
三
種
二
非
サ
ル
ナ
リ
、

と
書
き
（
『
井
上
毅
伝
史
料
篇
』
第
二
、
二
九
四
頁
）
、
皇
室
財
産
は
世
伝
御
料
と
世
伝
御
料
に
非
ざ
る
御
料
と
の
二
種
類
に
区
別
す
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
。
結
果
的
に
は
、
こ
の
井
上
の
主
張
が
採
用
さ
れ
て
、
皇
室
会
計
法
で
も
御
料
を
二
種
に
区
別
し
た
と
言
う
こ
と

が
出
来
よ
う
。

　
な
お
、
世
伝
御
料
に
属
さ
な
い
御
料
は
、
各
種
草
案
段
階
で
は
課
税
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
結
局
、
課
税
さ
れ
な
い
ま
ま

に
推
移
し
た
。
明
治
三
十
一
年
四
月
目
内
蔵
頭
渡
辺
千
秋
が
提
出
し
た
「
総
提
」
（
『
秘
書
雑
纂
』
一
、
一
七
二
頁
以
下
）
の
中
に
「
皇
有
土
地

物
件
ノ
事
」
と
題
す
る
一
項
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
「
皇
家
私
有
財
産
ト
視
倣
ス
ベ
キ
動
産
不
動
産
二
課
税
ノ
如
何
及
ビ
将
来
帝
室
財
産

所
用
二
際
シ
官
有
地
受
授
ノ
手
続
其
他
皇
族
所
有
地
制
限
等
ヲ
丁
丁
審
定
ス
ベ
キ
ノ
議
」
と
の
要
領
が
書
か
れ
、
更
に

　
　
皇
家
宝
酢
二
丁
ス
ル
土
地
ハ
世
譜
御
料
ト
シ
既
二
之
ヲ
勅
定
公
告
セ
ラ
レ
タ
リ
シ
モ
、
其
私
法
上
ノ
財
産
ト
視
倣
ス
ヘ
キ
動
産
不

　
　
動
産
少
シ
ト
ナ
サ
ス
、
是
等
二
対
シ
テ
ハ
普
通
法
律
ノ
範
囲
内
二
於
テ
処
理
セ
ラ
ル
ヘ
キ
カ
、
将
タ
特
別
ノ
法
規
ヲ
立
テ
ラ
ル
ヘ

　
　
キ
カ
、
玉
総
一
定
ノ
制
規
ナ
シ
、
故
二
世
運
ノ
変
遷
二
従
ヒ
必
や
他
日
帝
室
二
関
ス
ル
多
少
議
論
ノ
種
子
タ
ル
ヲ
免
レ
サ
ラ
ン
、

　
　
蓋
立
憲
制
ノ
理
義
二
於
テ
帝
室
私
有
財
産
ト
シ
テ
ハ
其
権
露
量
ハ
人
民
ト
差
異
無
ル
ヘ
キ
カ
、
果
シ
テ
然
レ
ハ
其
動
産
不
動
産
タ
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ル
土
地
物
件
二
対
シ
国
税
ハ
勿
論
府
県
税
郡
市
町
村
税
ノ
負
担
、
若
ク
ハ
東
京
其
他
二
野
ル
離
宮
御
用
邸
等
ノ
土
地
家
屋
ニ
シ
テ

　
　
其
世
伝
御
料
二
係
ル
モ
ノ
ハ
仮
令
租
税
ノ
賦
課
地
方
費
ノ
負
担
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
モ
、
或
ハ
慈
仁
ノ
　
聖
旨
ヲ
以
テ
若
干
ノ
補
助

　
　
金
ヲ
下
賜
セ
ラ
ル
・
モ
ノ
ア
ル
ヘ
キ
カ
、
渾
テ
皇
有
財
産
二
関
ス
ル
各
種
賦
課
有
無
多
少
ノ
程
度
如
何
二
心
リ
将
来
会
計
経
済
ノ

　
　
計
画
二
一
大
変
動
ヲ
来
シ
、
御
料
事
業
ノ
伸
縮
有
価
証
券
所
有
ノ
多
寡
皇
継
関
係
少
カ
ラ
ス
、
随
テ
損
益
利
害
異
日
大
二
反
対
ノ

　
　
結
果
ヲ
見
ル
モ
亦
知
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
且
今
後
帝
室
所
用
二
係
ル
離
宮
其
他
生
産
的
経
営
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
官
有
地
ヲ
要
ス
ル
場
合
之

　
　
力
処
理
ハ
確
定
セ
サ
ル
可
ラ
ス
、
目
下
播
州
明
石
城
肚
二
関
ス
ル
事
件
ノ
如
キ
是
ナ
リ
、
其
他
皇
族
嘉
事
地
ノ
外
二
於
テ
ハ
其
所

　
　
有
二
制
限
ナ
キ
ヲ
以
テ
生
産
的
事
業
地
誌
ビ
別
邸
等
多
ク
ハ
別
当
家
令
ノ
名
義
ヲ
以
テ
其
所
有
ヲ
塗
抹
シ
ア
ル
が
如
キ
ハ
名
実
相

　
　
反
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
将
来
皇
族
家
政
ノ
如
何
二
関
係
シ
直
チ
ニ
帝
室
財
計
二
影
響
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
、
是
等
規
程
モ
亦
忽
諸
二

　
　
付
ス
可
ラ
ス
、
要
士
長
以
テ
予
メ
審
議
セ
ラ
ル
ヘ
キ
緊
要
ノ
事
項
ナ
リ
ト
ス
、
今
日
事
皇
家
ノ
利
害
二
属
ス
ル
ヲ
以
テ
、
互
二
相

　
　
避
ケ
黙
々
ノ
間
蚕
棚
梛
シ
、
他
日
紛
争
物
論
ノ
生
ス
ル
員
外
シ
倉
皇
客
車
ス
ル
が
如
キ
ハ
策
ノ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ル
ヘ
キ
ヲ
信
ス
、

　
　
（
袖
碗
占
…
、
　
島
V

と
、
皇
家
私
有
財
産
及
び
皇
族
所
有
地
の
法
的
な
性
格
を
早
急
に
明
確
に
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
後
も
、
三
宝
御

料
以
外
の
不
動
産
に
課
税
す
る
か
否
か
は
曖
昧
な
ま
ま
に
さ
れ
、
結
局
、
昭
和
二
十
年
に
至
る
ま
で
課
税
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
見
に
よ
っ
て
課
税
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
追
求
す
る
の
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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